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Abstract：Ｔｏｅｎｓｕｒｅａｎｄｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｑｕａｌｉｔｙｏｆcareofelderlyindividualswithdementia，we

analyzedindicatorsofthecareprocess,ｗｈｉｃｈｉｓｏｎｅｏｆｔｈｅｔｈｒｅｅｍａｊｏｒｅｌｅｍｅntsofqualityof

care（“structure”，“process''ａｎｄ“outcome'，）．Sothatcareprocesses,whicharerelatively

invisible，couldbeevaluatedclearlyandappropriately，ｗｅｆｏｃｕｓｅｄｏｎ‘`observable'，indicators・

Theobjectiveofresearchwastoexplorewaysinwhichexistingstandardsforexternalevalua-

tionusedingrouphomesforelderlvindividualswithdementiashouldbeaugmented

Theresultsindicatethatthegoalofimprovingthequalityofcarecannotbeachieved

unlessthestaffmemberscontinuｅｔｏｈａｖｅａｗａｒｅｎｅｓｓｏｆａｎｄｔｈｅｗｉｌｌｔｏimprovecarequality，

Evaluationofobservableindicatorsseemstobeusefulforfacilitatingcontinuedawarenessand

wiｌｌｏｎｔｈｅｐａｒｔｏｆｓｔａｆｆｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇｉｍprovingthequalityofcare・However，evaluatingthe

qualityofcareprocessesisdifficultifonlyobservableindicatorsareevaluatedltisalsode-

sirabletoanalyzethestructureofthecare-givingenvironmentandtogatherqualitativestud‐

ies（casestudies,etc.)，todevelopindicatorsthatcanbeusedintheindividualcases．

ＫｃＵＷ０ｒｄｓ：QualityofCare,Qualitymeasurement,ElderlywithDementiaCareProcess，ｄ

ＧｒｏｕｐＨｏｍｅｆｏｒＥｌｄｅｒｌｙ

則措置から選択による利用（契約）へと変わった

ことが影響し、社会的要請が高まったとされる。

1997年制定の介護保険法には、介護サービス事業

者に対して、高齢者介護サービスの質に関する自

己評価の努力義務規定が置かれた3)。また、２０００

年５月29日に成立した「社会福祉の増進のための

社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」７８

条第１項には、社会福祉事業者に対する福祉サー

ビスの質に関する自己評価と良質なサービス提供

の努力義務規定、第２項に福祉サービスの質向上

に関する国の援助措置努力義務規定が置かれた。

このように、介護サービスや福祉サービスなどの

I．はじめに

医療や看護の領域において、その「質」の向上

が求められている。医療を選択する時代になった

ことや、医療の知識の普及が、質に対する関心の

高まりの一因となっている')。また、特に看護で

は、高齢化や慢性疾患の増加により、救命・延命

目的の医療から生活の質を問うケア、すなわち、

治療よりケアが重視され、これまで以上にケアの

質が問われるようになった2)。

一方、社会福祉の領域においても、そのサービ

スの質向上は、福祉サービスを提供する仕組が原
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ことから、その質評価が困難であると理解できる。

そのためか、ケアプロセスに焦点を当てた国内の

研究論文は少なく、プロセスの評価は困難を極め

ているといえよう。

しかしながら、ケアの質を問う際には、結果と

しての成果よりもプロセスが第一義的に重要であ

る'5》という立場をとる。それは、第一に意思を表

明できない、または結果としての成果の見極めが

困難な認知症を抱える高齢者や重度の心身障害を

担う人、あるいは終末期にある人へのケアプロセ

スこそ、質の高さが求められる。第二に、成果が

得られたからといって、ケアプロセスの質が高い

とはいえない。たとえば、ケアの結果としての利

用者満足度については、主観的な評価であるため

に、無視はできないにしても信頼,性の点で問題が

あったり、費用対効果の研究'6)が進められている

が、効率性ばかりが重視されかねないからである。

第三に、結果評価指標として、成果を点数で測定

するもの'７１があるが、人間同士のケアしケアされ

る相互関係の過程では、点数では認識できない、

あるいはいい表せないわずかな変化も質に影響す

ると考えられる。そのような相互関係のプロセス

についても、質評価指標に考慮されるべきである。

もちろん、プロセスがアウトカムに影響し、成

果を出すべくプロセスの段階を踏むのだから、プ

ロセスの結果、アウトカムとしての成果を導き出

すことができれば、何も問題はない。しかし、ア

ウトカムさえ良ければ、プロセスの質も高く、ケ

アの質が高いことを意味しないし、明らかなアウ

トカムとしての成果がなければ、プロセスの質は

低いのかという疑問が残る。客観的に質の高いケ

アプロセスを提供しても、主観的な満足度が低い

ことや、満足度が高くても、ケアプロセスの質が

低い場合があることは容易に予想できる。そのた

め、ケア提供者には、ケアの受け手の満足度を踏

まえた上での熟考されたケアプロセスの提供が求

められるのである。よって、ケアの質を向上させ、

その質を適切に評価するためには、アウトカムに

加えて、プロセスに焦点を当てた研究が必要であ

ケアの質向上は、法政面の整備が進み、社会福祉

分野の中心的な概念として形成されつつある。

介護保険制度下で居宅サービスの一つとして位

置づけられた指定認知症4)対応型共同生活介護

(以下、グループホームと称す）においても同様

に、ケア（医療・看護・介護・福祉サービスの総

称として用いる）の質の高さが求められている。

それは、第一に、対象とする認知症高齢者は、今

後わが国において急増する5]ことが予測され、社

会的な問題としての影響が強いこと、第二に、認

知症高齢者はケアの影響を受けやすいこと、第三

に、グループホームは、認知症高齢者にとって小

規模で家庭的な環境下での効果的なケアが期待さ

れる一方で、閉鎖的な環境下でのケアの格差6)な

どが懸念され、後述するように2002年度より外部

評価を義務付けられたことが背景にある。

さて、ケアの質を定義する際には、Donabedian

によって1960年代に提唱された医療・看護の質の

枠組みを、構造（Structure)、過程(Process)、

結果（Outcome）の三つの側面から捉えるも

の？)が土台となっている。また、ケアの質の保障

というときには必ず評価という視点が必要にな

り8)、評価方法についてもDonabedianが体系化

した三つの基本的枠組みに基づき説明されること

が多い,)。たとえば、構造は施設、備品、職場、

財政を評価し、過程はケア内容そのもの、結果は、

`患者に焦点を当てたケアの最終結果を評価する10）

ものである。

社会福祉や医療・看護の領域におけるケアの質

評価は、当初、構造面が中心だったと考えられ

る''１が、現在は、結果（成果）面が重視されて

い'創る。一方で、看護の領域における過程（以下

プロセスと称す）の評価については、測定用具の

開発など研究が重ねられ、成果を出しつつある'3)。

しかしながら、実際のケア活動に即し、あるいは

患者の個別性に即した測定方法としての適正に問

題を残している、。すなわち、直接的なケアプロ

セスは、提供されると同時に消費されるために見

えにくく、個別的な要素が強く普遍化されにくい
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得た施設に評価者が１日程度赴いて行う。実施施

設は自己評価を終えており、評価当日まで課題と

なった項目について、質向上に取り組む。自己評

価と第三者による評価の際に使用する評価基準は

同じものであり、評価者は、自己評価結果を参考

にしながら評価を行う。その際、施設の見学はす

るものの、多くは、別室で評価者が職員に、評価

項目の実施の有無、あるいは、自己評価当時から

ケアの質向上に向けて取り組んできた内容を尋ね、

必要時ケアマニュアルや行事予定表、委員会の議

事録などの資料の提示を受けながら評価していく。

よって、実際のケアを観察するわけではないので、

自己評価当時と比較してのケアの質向上の有無を

含めて、ケアの質を客観的に評価するのは困難で

あった。そのため、見えにくいケアプロセスをい

かに評価するか、という課題に対して、「観察で

きる」という視点は大切だと考えられた。また、

そもそもケアの質向上に取り組むのは、現場の職

員であるから、職員にとって、分かりやすく、取

り組みやすい指標が必要である。その点でも観察

できる評価項目は期待される。

加えて、認知症高齢者へのケアは、「その老人

の心の向き（態度）を知り、それにそって、その

老人の生き方を援助してゆく２１)」から、非常に個

別的である。見えにくい上に個別的なケアを、分

かりやすく客観的に評価できる「観察できる」評

価指標を求め、この研究に取り組んだ。

り、ケアプロセスの普遍化を試みながら評価項目

に反映させるなど、評価の手段を考案する必要が

ある。

そこで、本稿では、外部評価が義務付けられた

グループホームのケアプロセスの質評価指標の検

討を試みた。ケアの質評価指標に関する先行研究

の中から、まず、短時間の観察で質に関する複数

の要素を測定できる、観察可能なナーシングホー

ムケアの質指標ツール：Observablelndicators

ofNursingHomeCareQualitylnstrumentl81

(以下ＯＩ－ＮＨと称す）に着目した。それは、「観

察できる」指標の検討により、見えにくいケアプ

ロセスの質の枠組みを見極め、第三者がどのよう

なツールで、どのように評価し得るのかを明らか

にすることが期待されたからである。次に、認知

症高齢者対象の専門的ケアユニットにおける環境

面の「観察できる」評価指標TherapeuticEnvi-

ronmentScreeningSurveyforNursing

Homes（以下TESS-NHと称す）と、ＴESSの妥

当性を検証するためにアメリカで開発されたPro‐

fessionalEnvironmentalAssessmentProtocol

(以下PＥＡＰと称す)の日本版３(以下PEAP-日本

版３と称す)を検討した。ＴＥＳＳ－ＮＨとＰＥＡＰは

環境面、すなわちケアの質枠組みの「構造」に関

わる評価指標であるが、観察できる評価項目とし

て出発しているために学ぶことが多々あると考え

た。そして、2004年度まで、４４都道府県のグルー

プホームの外部評価を担った、高齢者認知症介護

研究・研修東京センター（以下東京センターと称

す）が使用する評価基準（以下センター方式と称

す）と比較検討した。

Ⅲ結果：四つの評価指標の概要

１．観察可能な質指標ツール：Ｏｌ－ＮＨの概要

ＯＩ－ＮＨは、Rantz博士を筆頭研究者として、

広範囲にわたるフィールドワークで得られたデー

タの質的分析により明らかにした、ナーシングホー

ムのケアの質に関する理論的なモデルに基づき作

成された鰯)。評価23)は、ナーシングホームの生活

スペース、廊下、共用スペースを、20-30分見学

した後に、指標の質問に答える形で行う。見学は、

たとえば午前10時～午後７時までの日勤帯に行い、

Ⅱ「観察できる」評価指標の有効性

外部評価は、介護保険制度下で始まったもので

はない。措置制度下にも第三者による「特別養護

老人ホーム・老人保健施設サービス評価事業」

(以下第三者評価事業と称す）が実施されていた'9)。

第三者評価事業における評価方法201は、合意を
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騒音、匂いの有無、入所者が大声をあげた場合の

職員の対応とその際の入所者の状態など、ナーシ

ングホームの環境や職員の対応について観察する。

できれば食事時間近くに訪問し、食事や飲水のケ

アの観察を勧めている。1度の見学で質問に答え

ることが難しければ、もう１度見学し、必要時職

員に質問して５段階で評価する。評価項目は、コ

ミュニケーションに関するものが５項目、ケアに

関する12項目、職員に関する６項目、環境に関す

る14項目、家庭や家族に関する10項目の47項目で

ある。さらに環境に関しては、空間に関する５項

１１、匂い・清潔・状態に関する５項目、騒音・採

光に関する４項目に分類されている。

評価項目中ケアプロセスに関わると捉えたコミュ

ニケーションに関するもの５項目、ケアに関する

12項目は図表１の通りである。

図表１

ObservablelndicatorsofNursingHomeCareQualitylnstrument：NursingHomeVersion

（Version7)；ＯＩ－ＮＨよりCommunication、CaraStaffの一部の項目を抜き出したもの（日本語訳永田）

１．WeretheconvBrsationsbetweenstBffBndresidentsfriendly7（Communication）入居者と職員は親しく賭していましたか

１Ｍｏｓｔｗｏｒｅｎｏｔ２ＡｆｅｗｗｅｒＢ３ＳｏｍｅｗＢｒｏ４Ｍanyｗｅｒｅ５Ｍｏｓｔｗｅｒｅ

めったにしていなかったあまりしていなかった一部していたしばしばしていたいつもしていた

以下回答項目は全て５段階評価

２．Whenstafftalkedtoresldents,ｄｉｄｔｈｅｙｃａｌｌｔｈｏｍｂｙｎａｍｏ７(Communication）威貝が入居者に話しかける時、名前で呼んでいましたか

３．Didresidentsandstaffacknowledgeeachoth8randseemcomfortablewitheachother(forexample,smile，eyecontact,touch`etcJ7

（Communication）入居者と靴貝は挨拶を交わし心地よさそうでしたか(笑顔、視線、触れ合いなど）

４．DidresidentsandstaffinteractwitheachothBrinpositivBways（forexample,convBrsatlon,humor,touch‘eyecontBct，etc.)７

（Communication）入居者と威月はお互いに積極的に交流していましたか

５．ＯｔｈＢｒｔｈａｎａｔｎＢｐｔｉｍｅｏｒｂｅｄｔｉｍｅ,wereresidentsupandoutofbod7（Care）入居者は午睡や就寝時以外は、起きて離床していましたか

６．WereresidentsdressedandcleBn？（Care）入居者の衣服は整い済潔でしたか

７．Wereresidentswellgroomed（shaved,haircombed，nailscleanBndtrimmed)７（Care）

入居者の身だしなみは整っていましたか(髭剃り、髪がとかれている、爪が清潔で切ってある１

９．Werestaffseenactivelycaringforresidents7（Staff）威日は積極的に入居者のケアをしていましたか

１３．DidstaffappBarcaring（compassionate,ｗａｒｍ,kind)７(Staff）威日は情緒的で、温かく、親切にケアをしていましたか

１４．DidstafftreBtresidentsasindividuB1swithdignityandrospect7(Care）

攻貝は、入居者を侵入として尊厳と敬意をもって対応してしましたか

１５．WereavarietyofactMtiesavailableforresidents（Lookforpostedschedules,calendars,groupmeetin9s,etc.)７（Care）

入居者にとって適切で豊宮な活動がなされてましたか(掲示してある予定表やカレンダー、グループミーティングで確浬する）

１６．WerethereBctMtiesinvolvingchildren（LookforpostBdBctivityschBdules,calendars)７（Care）

子どもを含めた活動がありましたか(掲示してある予定表やカレンダーで碗皿する）

１７．Didstaffhelpresidentswithfoodorfluids7（Care）威日は入居者の食事や飲水の介助をしていましたか

１８．DidresidentshaveavarietyoffoodｓｔｏｃｈｏｏｓｅｆｒｏｍａｔｍｏＢｌｔｉｍｅ(LookforpostBdmealplans;ｍａｙｎｅｅｄｔｏａｓｋｓｔａｆｆ)７(Care）

入居者は、食事の際、豊富なメニューのなかから通ぶことができましたか(掲示してあるメニューや職員に碗鯉する）

１９．DidresidentshavBaccesstosnacksａｎｄｏｔｈ８ｒｆｏｏｄ３ａｔＢｎｙｔｉｍｅ(Lookforpostedsi9nsaboutaccesstosnacks;ｍａｙｎｏｅｄｔｏａｓｋｓｔａｆｆＷ

（Care）入居者は、いつでもスナックや他の食ぺ物を得る機会がありますか(掲示や職､qに確囲する）

２０．WereresidentswalkingorindependentlymovingBboutthBfacilitywithorwithoutBssistivedevicessuchascanes,

ｗａｌｋers,wheelchairs7(Care）入居者は施股内を歩いた|ﾜ、杖や歩行器、車椅子を使う場合も自由に移動していましたか

２１．WerestaffhelpingsomerBsidBntswalkormoveaboutthefacility7(Care）

舷貝は、施股内を入居者力歩いたり移動するのを助けていましたか

２２．Weretherapystaff(physicaLoccupationaLspeech，restorativoBssistants)activelyworkingwithresidentstoimproveorrestorefUnction7

（Care）（ＭａｙｎｅＢｄｔｏａｓｋｓｔａｆｆ）理学療法士、作業療法士、百冊聴覚療法士は入居者の失われた機能を元に戻したり向上させるために

積極的に実践していましたか(必要時威日に確皿）

２３．DidstaffcommunicatewithconfusedresidentsinpositivewaysIforexample,talk`touchsitwith`etc.)７(Communication）

匝貝は混乱している入居者を受け入れながら話していましたか（触れながら、ともに座って、他）
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の整備が中心であり、⑤～③はケア、人間関係、

社会的活動、施設の運営方針などの要素が含まれ

ている。８領域には、３１の中項目、111の下位項

目がある。この指標を活用する場合の留意点とし

て、ｉグループホームなどに適用する場合には、

項目がグループホームの形態にそぐわない場合が

あるので、状況に合わせて可能な援助を行うこと、

iiケアと物理的な環境づくりを切り離して考えな

いこと、ｉｉｉ“Personalization”～その人らしさ

～を意識すること、ｉｖ融通性が挙げられている。

ＰＥＡＰ－日本版３のケアプロセスと深く関わる、

⑤生活の継続性への支援の「慣れ親しんだ行動様

式とライフスタイルの継続への支援、⑥自己選択

への支援の「入居者への柔軟な対応｣、⑦プライ

バシーの確保の「プライバシーに関する施設の方

針｣、③入居者とのふれあいの促進の「社会生活

を支える」の13項目を図表２に示す。

４．グループホーム外部評価基準：センター方式

の概要

（１）グループホームに対する外部評価の背景

介護保険法に基づく居宅サービスとして位置づ

けられたことを契機に急増したグループホームに

対し、国は、2001年度から自己評価を、2002年度

からは外部評価を義務付けている幻)。2002年７月

26日に出された通知「指定痴呆対応型共同生活介

護（痴呆性高齢者グループホーム）が提供するサー

ビスの外部評価の実施について」（老計発第07260

02号）において、「外部評価項目の参考例」を含

み、外部評価の概要が示されている。すなわち、

評価機関は都道府県が選定すること、結果は社会

福祉・医療事業団（2003年10月１日より独立行政

法人福祉医療機構に変更）が運営する「福祉保健

医療情報ネットワークシステム（ＷＡＭＮＥＴ)」

を利用して公開されること、事業者は結果の詳細

版（評価調査員のコメントが付されたもの）を重

要事項説明書に添付して利用申込者および家族に

説明すること、また、グループホーム内の見やす

い場所に提示するほか、入居者の家族に送付する

ことなども提示している。外部評価の頻度は、少

２．治療的環境スクーリング調査：ＴＥＳＳ－ＮＨ

の概要

ＴＥＳＳ－ＮＨ２ｲ)は、長期療養施設の物理的環境

を系統的に集めた観察指標であり、アルツハイマー

型認知症や混乱している人にとって重要だとされ

る80以上の個々の環境特性を含んでいる。ＴＥＳＳ－

ＮＨは、アメリカのSloane博士を責任者とした

研究チームが、１０年以上かけて作成した。評価は、

ユニットを15-40分かけてゆっくりと歩き、施設

の構造を識別した後に、環境の特徴に注目する。

そして、チェックリストを完成させるが、直接観

察できなかった項目は職員に尋ねてもよい。見学

は、食事時間を除いた平日の午前９時から午後５

時の間に行う。

評価項目の構成は、目標領域とその質問項目に

分類される。すなわち、①安全性・安心・健康、

②オリエンテーション、③プライバシー・管理・

サービス構造、④社会的環境の４つの目標領域が

あり、たとえば①の領域の「出口の統制」に対

する質問項目として、ドアの偽装、出口の数、施

錠、アラームの４つがある。質問項目は12次元の

46項目であり、質問によって３段階、２段階の評

価や、下位項目を加えて質問を重ねる項目もある。

３．環境評価尺度；PEAP-日本版３の概要

ＴESSの評価項目の妥当性を検証する基準とし

て開発され、観察による評価では不十分な点が補

われたPEAＰについて、日本で児玉らが研究を積

み重ね露)、日本版ｌ～３が作成された。ＰＥＡＰ－

日本版１は、評価尺度であり各項目を５段階で評

価するが、評価者や評価時間などの取り決めはな

い。ＰＥＡＰ－日本版２および３は、評価尺度では

なく、環境づくりの指針として位置づけられている。

ここでは、ＰＥＡＰ－日本版３の特`性を先行研

究鋤に学びながら述べる。ＰＥＡＰ－日本版３は、

①見当識への支援、②機能的な能力への支援、③

環境における刺激の質と調整、④安心と安全への

配慮、⑤生活の継続性への支援、⑥自己選択への

支援、⑦プライバシーの確保、⑧入居者とのふれ

あいの促進の８領域があり、①～④は物理的環境
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わち、本人に関するサービスの質の要素には、①

安らかさ、心地よさ、②身体の安全、③プライバ

シーの保護、④触れ合い・交流、⑤力の発揮・自

立、⑥生き方の継続、⑦自己決定・自由、③達成

感のある暮らし、それら全てにより確立される⑨

尊厳・誇りの９つの要素がある。家族に関するサー

ビスの質の要素には、⑩家族との交流・協働、⑪

家族の力の伸長、地域に関するサービスの質には、

⑫地域との交流・協働、⑬地域痴呆ケア向上への

貢献`性が挙げられている。そして、これらの要素

の評価領域は、運営理念、生活空間作り、ケアサー

ピス、運営体制の４分野で構成されている。

なくとも年１回とし、経過措置として2004年度末

までに１回受けることとなった。2004年度末まで

に外部評価の実施体制が整わない都道府県は、厚

生労働省が選定した外部評価モデル事業実施の経

験の有る東京センターに依頼し、実施された。

（２）センター方式評価指標

センター方式麹)は、先駆的なグループホームを

主体としたチームにより、まず、「グループホー

ムのサービスの質の要素」が抽出された。これは、

本人に関するサービスの質、家族に関するサービ

スの質、地域に関するサービスの三つの領域で構

成され、以下の13の要素が抽出されている。すな

図表２

PEAP-日本版３（ケアプロセス）
Ｖ・「生活の継続性への支援」

1）慣れ親しんだ行動様式とライフスタイルの継続への支援

：入居者ができる限り慣れ親しんだ活動に参加しつづけることができるように、また、入居者の能力を最大限引き出すように、

環境と施設方針の両側面から支援をする。

①入居者自身やあるいは家族から、好みや生活様式などの情報を十分に仕入れ、把握する。
③入居者に応じて、食事の時間に融通をもたせることができる。

④入居者に応じて、入浴方法(家庭的な浴槽など)や時間、温度などに融通が利く。
⑤入居者自ら部屋の掃除ができるように、道具や機器を用意したりするなどの支援を行う。

⑥園芸などの趣味を楽しむ場所や機会を提供する。

⑦入居者が以前行っていた仕事などに応じて役割を担えるようにする。

③世話をする役割を継続できる機会を設ける(たとえばペットや植物の世話など）
Ⅵ．「自己選択への支援」

l）入居者への柔軟な対応

：入居者が居場所や空間を選択することや入居者の行動に対して柔軟に対応する。

①入居者がさまざまな活動への参加を選択できるように配慮する(たとえばスケジュール表をわかりやすい場所に提示する
など）

②就寝、食事、入浴時間などを入居者の状況に合わせて対応させる融通性がある。

③入居者が個室か相部屋、または同室者を選ぶ融通性がある。

④食事の献立に対して意見を出したり選択することができる。

⑤入居者の行動を制限する手段として、薬物、ベルト、いすの傾きなどを使用しない。
Ⅶ．「プライバシーの確保」

1）プライバシーに関する施設の方針

：施設環境におけるプライバシーの確保には、スタッフの努力だけでなく施設全体の方針が大きく影響する。プライバシーの

確保の考え方には、入居者のニーズに対応して、１人になれるだけでなく、ほかとの交流が選択的仁図れることも含まれる。

①居室に入る際に、ノックや声かけをする。

②入居者は、部屋のドアを閉めることは自由である。

③ほかの入居者と交流を図るために、一日のうち何度か居室から出るように働きかけている。
④入浴、排泄、衣服着脱に関して、蓋恥心に配慮した方針がある。
Ⅷ「入居者とのふれあいの促進」
4）社会生活を支える

：入居者の社会生活を支えるには、ふれあいの促進とともに1人でいる場所を確保することも大切である。

①入居者どうしの関係づくりに、配慮をする。
②地域へ出て行き、施設以外の人とふれあえる機会づくりをする。

③ふれあいの場面とともに、1人になれる時ｌｌ１１も配慮する。

＊児玉桂子・足立啓・下垣光・瀬谷有二編(2003）『痴呆性高齢者が安心できるケア環境づくり実践に役立つ環境評価と整備

方法」pp75-77の表３痴呆性高齢者への環境支援のための指針(ＰＥＡＰ改訂版３)よりケアプロセスに関する項目を抜き出し
たもの
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ケアの質の保障一認知症高齢者ケアプロセスの質評価指標の検討を通して

Ⅳ考察さらに、下位領域と評価項目数（()内に示す）

は、運営理念（４）、生活空間づくりの２領域「家

庭的な生活環境づくり（４）」「心身の状態に合わ

せた生活空間づくり（６）｣、ケアサービスの７領

域「ケアマネジメント（７）」「介護の基本の実行

(8)」「日常生活行為の支援(10)」「生活支援(2)」

｢医療・健康支援(9)」「地域生活(1)」「家族と

の交流支援（１）｣、運営体制の４領域「内部の運

営体制(10)」「情報・相談・苦情(2)」「ホームと

家族との交流(3)」「ホームと地域との交流(4)」

となっている。

項目数は総計71項目であり、「できている」「要

改善」の２段階評価と、その他「評価不能」が設

けられている。また、全体を通しての総合的な評

価と４分野を１分野づつ、記述式で評価している。

東京センターが発行している「痴呆`性高齢者グ

ループホーム評価調査員研修テキスト～外部評価

に向けて～2004年度版」によれば、評価は、①事

前にグループホームの自己評価結果と利用者家族

アンケートを資料として提出してもらい、事前書

面調査を行う。②研修を受けた評価調査員が２人

１組で訪問調査（観察、ヒアリング、書類点検）

を実施し、主な調査結果についてグループホーム

管理者と話し合う。③調査員２人が調査結果を合

意したうえ、調査報告書・調査報告概要表を評価

機関に提出する。④評価機関は調査結果の内容を

確認し、グループホームに通知する。⑤調査結果

に対してグループホームから意見を求め、意見が

出されなかった場合は評価機関による評価が確定

し、評価結果が公開される。意見が出された場合

は、必要時評価委員会で審査・再調査が行われる

場合もある。評価時間の目安としては、管理者か

らのグループホームの概要の説明など：３０分、書

類点検：３０分、ホーム内観察：９０分、調査員から

管理者への質疑：３０分、職員へのヒヤリング：３０

分、調査員のみですぐれている点、改善を要する

点の記入：３０分、調査報告書に基づき管理者と話

し合い：６０分、調査員同士で調査結果をまとめる：

60分と、全体で６時間30分となっている。

１．三つの評価指標の比較

（１）「Ｏｌ－ＮＨ」の検討

「ＯＩ－ＮＨ」は、「観察できる評価指標」とし

て、20-30分という短い時間での見学で観察でき

る内容としているために、非常に簡単な項目で構

成されている。しかし、観察だけでは評価できな

い場合には、職員に質問して確認する項目が９項

目ある。また、１度のラウンド（見学）で評価で

きない場合には、再度ラウンドして評価項目全て

を評価するように指示している。

「ＯＩ－ＮＨ」のケァプロセス評価指標としての

適正は、まず、「ＯＩ－ＮＨ」のケアプロセスに関

する評価項目は、「care」１２項目に「communica-

tion」５項目を加えた17項目と少なく、「care」１

２項目の内訳は、観察した時点で、入居者が起き

ているか、清潔であるか、身なりが整っているか

尊重した態度か、適切な活動があるか、食事や飲

水のケアをしているか、自由に移動しているか、

移動の介助をしているか、専門家による訓練を受

けているかなどであり、入浴や排泄などの直接的

なケアには全く触れられていない。また、ケアの

結果として入居者が起きたり移動したり、清潔で

身なりが整っていると考えられ、食事や飲水、移

動のケア、専門家による訓練がどのようになされ

ているかというケアプロセスの評価は難しい。一

方で、尊重した態度か否か、自由に移動している

か否かについては観察可能であり、グループホー

ムケアの全体の雰囲気を把握するには、妥当な項

目だと考えられた。

以上のことから、「ＯＩ－ＮＨ」は、「観察できる」

単純な評価項目で構成され、わかりやすいために

評価が容易である。しかし、「ＯＩ－ＮＨ」だけで

は評価できないケアの側面がある。よって、「OI-

NH」は、短時間で観察できるケアの構造面、あ

るいは結果面の評価には有効だが、ケアプロセス

の評価指標として単独で使用するには、項目数の

少なさ、ケアプロセスの捉え方に課題があると考
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えられた。しかし、一般人でも評価可能なことや、

頻繁に短時間で評価できる利点をいかした活用の

機会が望まれる。

（２）「TESS-NH」「PEAP-日本版３」「センター

方式」の検討と試案

認知症高齢者を対象とした「TESS-NH」「Ｐ

ＥＡＰ－日本版３」「センター方式」は、詳細で具

体的であり、評価に時間がかかると予測された。

また、「TESS-NH」は観察を主として評価する

が、「ＰＥＡＰ－日本版３」と「センター方式」は

観察だけで評価することは困難である。しかし、

｢センター方式」は、ケアプロセスの項目が71項

目中38項目あり、「ＯＩ－ＮＨ」の47項目中17項目

に比較しても、ケアプロセスを重視していると捉

えられた。また、「センター方式」は、ある程度

観察可能な項目や、職員・入居者への簡単な質問

により客観的に評価できる項目、入浴・排泄など

の直接的なケアに踏み込んだ項目が複数存在し、

他の指標との比較からよく検討されていると理解

された。

そこで、「センター方式」に「観察できる」視

点を強化、あるいは加えることで、見えにくいケ

アプロセスの質向上に取り組む職員の意識や意欲

の継続に有効な評価指標の作成が可能ではないか

と考えた。試みとして、ケアプロセスに関わるＯ

図表３

Ｉ－ＮＨの17項目、ＰＥＡＰ－日本版３の19項目、

センター方式の38項目のうち、「観察可能」な項

目に注目し、センター方式の評価項目のなかで、

表現や追加し得る項目を検討して修正し、ゴシッ

クで表した。図表３は、修正した項目だけを表に

したものである。

（３）ケアの構造面の評価

今回は検討しなかった、ケアの質枠組みの一つ

｢構造」に関する環境面の評価であるが、認知症

高齢者グループホームにおける評価項目として、

重要な位置を占めると考えられた。認知症高齢者

を対象とした環境面の評価指標である「TESS-

NH」と「PEAP-日本版３」を概観したところ、

｢センター方式」の「ケアサービス」の項目の中

に「TESS-NH」と「ＰＥＡＰ－日本版３」の環

境の評価指標と重なるものがあり、ケアの質枠組

みにおける「構造」と「プロセス」の密接なつな

がりを認識させられた。実際、「センター方式」

の中でケアプロセスと捉えた「ケアサービス」の

評価項|］に、明らかに環境面の評価項１１が含まれ

ていた。一方で、「TESS-NH」と「PEAP-日

本版３」の環境面の評価項目の中には、「センター

方式」の環境面の評価項目に十分応用できるもの

が認められた。

'2３

１－

|新｜’
－１４－

項目

番号

項目

Ⅲケアサーピス２ ホーム内でのくらしの支援（１）介護の基本の実行

備考

2２ ○入居者一人ひとりの尊重職員は、常に入居者一人ひとりの人格を尊重し、

誇りやプライバシーを損ねるような言葉かけや対応を行っていない。（入居者一

人ひとりの違いの尊重、名前で呼ぶ、さりげない介助、プライベートな場所で

の礼儀、本人の返答能力に応じた質問方法、本人が思っている「現実」を否定

しない等）

OI-NHの項目２を加

えた。項目14は合ま

れる ◎

2３ ○入居者とIMI員の穏やかな|ＡＩ係

職員の言葉かけや態度はゆったりしており、情緒的でやさしい雰囲気であり、

職員と入居者は相互に交流し、共に心地よさそうである。（笑顔、視線、ふれあ

いなど）

ＯＩ－ＮＨの項１１３，４ 、

９，１３を加えた表現に

した ０

新 ○職員の入居者との積極的な交流

職員は、混乱している入居者にその人にとって適切な方法で常に関わってい

ましたか.（適度な距離を保って、触れながら、共に座って、共に同じような行

mlIをとって、他）

ＯＩ－ＮＨの項目23の職

員と入居者間の積極

的な交流について新

たに作成した。
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2５ ○入居者のペースの尊重

職員は、職員側の決まりや都合で業務を進めていく態度ではなく、入居者が

自由に自分のペースを保ちながら暮らせるように、就寝、食事、入浴時間など

を入居者の状況に合わせて対応する融通性をもっている。

PEAP-日本版３のＶ－

1)③、Ⅵ－１)②を加

えた表現にした。

新 ○入居者の生活のリズム

入居者は、好みに応じた様々な活動への参加を選択できるように配慮されて

いるなど、適度な刺激を受けながら生活のリズムは保たれており、午睡や就寝

時以外は、起きて離床している。

PEAP-日本版３のⅥ－

１)①、OI-NHの項目

５の入居者の生活の

リズムに関して新た

に作成した。

2８ ○身体拘束のないケアの実践

身体拘束は行わないということをすべての職員が認識しており、薬物、ベル

ﾄ、いすの傾きなども含めて身体拘束のないケアを実践している。

PEAP-日本版３のⅥ－

１)⑤を加えた表現に

した

2９ ○鍵をかけない工夫一環境面一

入居者の自由な暮らしを支え、入居者や家族等に心理的圧迫をもたらさない

よう、日中は玄関や外部につながる出入り口は、目立たない方法で見守られて

おり、鍵をかけなくてもすむような配慮がある。やむを得ず鍵をかける場合は、

その根拠が明白で、その理由を家族に説明している。（外出の察知、外出傾向の

把握、近所の理解・協力の促進等）

これは、環境に関す

る評価である。PEA

P-日本版３のⅣ－１）

② 、 TBSS-NHの項

目５２，６３の内容を加

えた表現にした。

新 ○プライバシーの尊重

職員が入居者の居室に入る際にはノックや声かけをし、入浴・排泄・衣服の

着脱などケア提供時には蓋恥心に配慮している。入居者は、居室のドアを自由

に閉めることができる。

PEAP-日本版３のⅦ－

１)①､②､④のプライ

バシーの尊重に関し

て新たに作成した。

（２）日常生活行為の支援１）食事

新 ○食事の選択

入居者は、食事の献立に対して意見を出したり、食材やメニューを選ぶこと

ができる。

PEAP-日本版３のⅥ－

１）④、OI-NHの項

目18のメニュー選択

の可能性を新たに作

成した。

新 ○間食を楽しむ

入居者は、いつでも間食を楽しむ機会をもてる。（好きなものを食べてもらう

機会をつくる、酒たばこなどの嗜好品への希望に対応できている）

ＯＩ－ＮＨの項目19の間

食を楽しむことを新

たに作成した。

4）整容

3８ ○プライドを大切にした整容の支援

整容の乱れ、汚れ等に対し、プライドを大切にしてさりげなくカバーしてい

ろ。（髭、髪が整っている、爪は清潔で切ってある、着衣、履き物、食べこぼし、

口の周囲等）

ＯＩ－ＮＨの項目７を加

えた表現にした。

（４）ホーム内生活拡充支援

4１ ○ホーム内の役割・楽しみごとの支援

ホーム内で入居者一人ひとりが楽しみごとや出番（役割）を見い出せるよう、

場面づくり等の支援を行っている。（テレビ番組、週刊誌、園芸、食器洗い、掃

除、洗濯たたみ、′1,動物の世話、新聞取り、地域の子どもとの活動等）

PEAP-日本版３のＶ－

１）⑤、③、ＯＩ－ＮＨ

の項目15,16を加え

た表現にした。

（６）心身の機能回復に向けた支援
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ｌ外部につながる出入り口は、目立たない方法で見守られている（騒々しいアラームや驚かすような
光は使わない）

２，oesthephysicallayoutorthedecorationoftheexitsofthisdisguisethepresenceofa
doorfromresidents？

入居者からドアの存在を偽る工夫として出口の装飾やレイアウトがなされていますか
３Howisunauthorizedresidentexitfromthisunitcontrolled？無断で出て行ってしまう入

居者をどのようにして管理していますか
４Didconfusedresidentshaveaccesstooutdoorspaces？(Environment）混乱している入居者
は屋外に出る機会がありましたか

今後は、グループホームケアの当事者であるケア

提供者および利用者家族へのインタヴューやアン

ケート調査を踏まえ、評価すべき質の要素の検証

をはじめとして、個別の事例にも耐えうる評価指

標の作成を目指す。そのためには、評価活動の実

施や、「構造」面の評価を視野に入れ、追究して

いきたい。

Ｖまとめにかえて－今後の課題

ケアの質は、外圧的に指摘しても向上しない。

また、ケアの質の評価結果が優秀であったとして

も、ケアの質の向上に対する職員の意識や意欲が

継続されなければ、ケアの質を維持できずに短期

間で質が低下する怖さがある。詳細で具体的なＰ

ＥＡＰ－日本版３が、評価尺度ではなく、環境づ

くりの指針として位置づけられたのは、職員の意

識や意欲の向上を目指したものとも理解できる。

よって、ケアの質向上に対して、職員が積極的に

取り組むことができる評価指標を検討することが

必要である。

今回は、先行研究による評価指標の検討から、

｢センター方式」に「観察できる」視点を強化、

あるいは加えることで、ケアプロセスの評価に有

効な指標の作成が可能ではないかと考えた。しか

しながら、ケアプロセスの評価には課題が多く、

更なる検証が必要であることはいうまでもない。

謝辞：本研究は、三井住友海上福祉財団の研究助

成を受けて実施したものの－部であり、感謝申し

上げる。
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３．入居者の地域での生活支援
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①、③の入居者間の

関係作りについて新

たに作成した。
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